
　　（引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費）

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 億円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 億円

【歳出内訳】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他
引上げ分の

地方消費税交付金
その他

重度障害者（児）医療費助成事業 372,468 183,554 60,383 128,531

自立支援給付事業 1,936,544 1,449,678 155,618 331,248

高齢者福祉事業 1,306,869 3,651 4,504 415,110 883,604

子育て支援事業
（子育て世帯臨時特別給付金支給事業を除く）

1,134,067 160,525 166,295 258,022 549,225

母子父子福祉支援事業
（子育て世帯生活支援特別給付金給付事業および
　ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業を除く）

290,829 103,957 59,730 127,142

生活保護事業 371,149 270,963 32,023 68,163

重層的支援体制整備事業 325,187 68,666 199,644 18,180 38,697

小　　　計 5,737,113 2,240,994 0 370,443 999,066 2,126,610

国民健康保険事業（事務費繰出を除く） 473,086 279,102 62,003 131,981

後期高齢者医療事業（事務費繰出を除く） 212,989 159,742 17,019 36,228

小　　　計 686,075 438,844 0 0 79,022 168,209

予防接種事業
（新型コロナウイルスワクチン接種事業を除く）

188,824 1,284 59,944 127,596

健康診査事業 74,597 1,360 23,409 49,828

健康増進事業 100,517 6,582 30,025 63,910

小　　　計 363,938 9,226 0 0 113,378 241,334

6,787,126 2,689,064 0 370,443 1,191,466 2,536,153

９　地方消費税率の引上げ分に係る使途

11.9

67.9

区分（事業名） 経費

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合　　　　計

※ 「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」（平成26年1月24日総務省通知）により、消費税率の引き上げにより増加した地方消費税交付金について、使途を明確に
した資料を決算説明書等で明示するよう指示があったため、参考資料として明示するもの
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